
 1 

 



 2 

 

  



 3 

Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記 

１．資産の評価基準および評価方法 

（１）有価証券 

   その他の有価証券  

市場価格のない株式等以外のもの 

期末日の市場価格等に基づく時価法 

（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定） 

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法 

（２）デリバティブ        時価法 

２．固定資産の減価償却の方法 

（１）有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法によっております。ただし、1998 年 4 月 1 日以降に取     

得した建物（建物附属設備を除く）並びに 2016 年 4 月 1 日以

降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっ

ております。 

なお、耐用年数および残存価額については法人税法に規定す

る方法と同一の基準によっております。また、取得価額１００

千円以上２００千円未満の少額減価償却資産については、３年

間の均等償却をしております。 

（２）無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法によっております。 

なお、償却年数については法人税法に規定する方法と同一の

基準によっております。ただし、ソフトウェア（自社利用分）

については、社内における利用可能期間（5 年）に基づく定額

法によっております。 

３．引当金及び特別法上の準備金の計上基準 

（１）貸倒引当金         債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債権および破産更生債権等につい

ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上してお

ります。 

（２）賞与引当金         従業員に対する賞与支給に備えるため、支給対象期間基準に

よる繰入額を基礎に将来の支給見込額を加味して計上してお

ります。 

（３）役員賞与引当金       役員賞与の支給に備えるため、当事業年度末における支給見

込額に基づき計上しております。 

（４）退職給付引当金       従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職

給付債務および年金資産の見込額に基づき、当事業年度におい

て発生していると認められる額を計上しております。 
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（５）商品取引責任準備金     商品先物取引事故による損失に備えるため、商品先物取引法

第２２１条の規定に基づき、同法施行規則に定める額を計上し

ております。 

（６）金融商品取引責任準備金   金融商品取引事故による損失に備えるため、金融商品取引法

第４６条の５の規定に基づき、同法に定める額を計上しており

ます。 

（７）役員退職慰労引当金     役員に対する退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づ

き算定した額に、過去の支給実績等を勘案し、当事業年度にお

いて発生していると認められる額を計上しております。 

 

４．営業収益の計上基準 

（１）受取手数料         金融商品取引法及び商品先物取引法に基づく商品デリバティ

ブ取引の受託業務を行っております。 

① 商品先物取引       委託者の売付または買付に係る取引が成立したときに計上し

ております。 

② オプション取引      委託者の売付または買付に係る取引が成立したときに計上し

ております。 

（２）売買損益          商品デリバティブ取引の自己売買業務を行っております。 

① 商品先物決済損益     取引を転売または買戻しおよび受渡しにより決済したときに

計上しております。 

 ② 商品先物評価損益     自己売買による未決済取引額の時価による評価損益を計上し

ております。 

 

Ⅱ．貸借対照表に関する注記 

（１）担保に供している資産 

定 期 預 金          ２００，０００千円 （注１） 

建    物          １７，８９５千円 （注１） 

土    地         ７７０，０００千円 （注１） 

現金及び預金           ６，０００千円 （注２） 

現金及び預金          １４，０００千円 （注３） 

合    計       １，００７，８９５千円 

 

担保資産に対応する債務 

該当事項はありません。 

（注１） 当座貸越契約に係わる担保に供している資産であります。 

（注２） 商品先物取引法施行規則第９８条第１項第４号に規定する基金代位弁済委託 

    契約に係わる担保に供している資産であります。当事業年度末における同規定 

    に基づく委託者保護基金代位弁済保証額は、３０，０００千円であります。 

（注３） 金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令（平成２６ 
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年内閣府令第１１号）附則第２条第１項第４号に規定する基金代位弁済委託契 

約に係わる担保に供している資産であります。当事業年度末における同規定に 

基づく委託者保護基金代位弁済保証額は、７０，０００千円であります。 

（２）有形固定資産の減価償却累計額            １８６，３２８千円 

（３）関係会社に対する金銭債権または金銭債務 

   該当事項はありません。 

（４）当座貸越契約に係る借入金期末実行残高は、次のとおりであります。 

   当座貸越限度額の総額                ７００，０００千円 

   借入実行残高                          －千円  

   差引額                       ７００，０００千円  

（５）商品取引責任準備金 

   商品先物取引法第２２１条の規定に基づき、同法施行規則に定める額を計上しております。 

（６）金融商品取引責任準備金 

   金融商品取引法第４６条の５の規定に基づき、同法に定める額を計上しております。 

 

Ⅲ．税効果会計に関する注記 

（１）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

（繰延税金資産） 

 商品取引責任準備金           ２０，５６０千円 

 貸倒引当金               ４８，５３９千円 

 賞与引当金                ３，６０７千円 

 役員賞与引当金            １０２，４３９千円 

ゴルフ会員権評価損           １４，３７９千円 

電話加入権減損損失            ５，３０９千円 

 退職給付引当金              ９，７９０千円 

役員退職慰労引当金           １９，５７４千円 

未払事業税               １８，４７８千円 

繰延税金資産小計          ２４２，６７９千円 

評価性引当額             ８２，０７３千円 

繰延税金資産合計          １６０，６０５千円 

（繰延税金負債） 

  その他有価証券評価差額金        １４，４９５千円 

  繰延税金負債合計                －千円 

繰延税金資産の純額         １４６，１１０千円 

 

（２）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、 

当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 

                          （単位：％） 

法定実効税率                 ３０．６ 
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   （調整） 

評価性引当額の増減               ０．６ 

交際費等永久に損金に算入されない項目      ０．１ 

法人住民税均等割額               ０．１ 

その他                    △０．３ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率      ３１．１ 

 

Ⅳ．関連当事者との取引に関する注記 

（１）当社の親会社及び法人主要株主等  

 

種 類 会 社 等 の 名 称 
議 決 権 の 所 有 

（ 被 所 有 ） 割 合 

関連当事者 

と の 関 係 
取引の内容 

取 引 金 額 

（ 千 円 ） 
科 目 

期 末 残 高 

（ 千 円 ） 

主 要 株 主 北辰不動産(株) 
（被所有）直接 

42.2％ 
主 要 株 主 

自己株式の 

取得 
155,700 － － 

 

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等 

自己株式の取得は、法人税法に規定する非上場株式の課税上の価額算定方式により計算さ

れた価格を参考に交渉の上決定しております。 

      

 

Ⅴ．１株当り情報に関する注記 

（１）１株当たり純資産額          １４６，０３０円７７銭 

             

（２）１株当たり当期純利益          ４０，２２８円３９銭 

 

Ⅵ．重要な後発事象に関する注記 

（自己株式の取得） 

 当社は、2024 年 6 月 24 日開催の株主総会決議に基づき自己株式を取得しております。決算日後

に取得した自己株式は、以下のとおりです。 

自己株式の取得状況 

（１）取得対象株式の種類               当社普通株式 

（２）取得した株式の総数               4,071 株 

（３）取得価額の総額                     244,260,000 円 

（４）取得日               2025 年 5 月 30 日 

（５）取得方法                 相対取引による取得 

 


